
東京都立多摩科学技術高等学校長 殿 

出席停止届                           

令和  年  月  日提出 

生徒氏名 

保護者氏名 

     年       組       番  氏名 

             保護者氏名                   印 

受診した 

医療機関 

医療機関名 

電話番号 

発症日 令和  年  月  日  曜日 

病名  診断日 令和  年  月  日  曜日 

期間 
令和  年  月  日  曜日（  限） 

 ～ 令和  年  月  日  曜日（  限）  

備考 

 

 

 

【届けの流れ】①生徒（登校が可能になった日に）から担任へ  

②担任(C4th 入力後に)から教務部の担当者へ 

③教務部から保健室へ 

 

 

 



8多科技第 107号 

令和８年４月３日 

保護者の皆様へ 

東京都立多摩科学技術高等学校長 

後藤 洋士 

 （公印省略） 

学校保健安全施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められていま

す。この期間は校内での感染拡大を防ぐため、罹患した児童生徒等が登校できない期間です。（出席停止に

より欠席した期間は、欠席扱いにはなりません。） 

 これらの感染症（下記参照）と診断された場合には、速やかに学校にご連絡ください。 

 医師の指示等により、他へ感染させるおそれがなくなり登校を再開する際は、学校ホームページから「出

席停止届」を印刷し保護者の方がご記入の上、登校再開日に生徒から担任にご提出ください。 

 ※病気の状況により医師の証明書を提出していただく場合があります。 

 


